
日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１ 県は，私立学校等教職員の福祉増進と負担軽減を図るため，日本私立学校振興・共済事業団

（以下「事業団」という。）が行う年金等給付事業に要する経費について，当該事業団に対し，予算

の範囲内において日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし，その交付等に関しては，補助金等交付規則（昭和51年宮城県規則第36号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。

（補助事業者の責務）

第２ 補助金の交付を受けた者は，この要綱の趣旨を十分に認識し，教職員の福祉の増進に努めると

ともに，事業運営に当たっては常に自助努力による長期的かつ安定的な事業運営に努めなければな

らない。

（補助対象経費）

第３ 補助金の補助対象経費は，事業団が年金等給付事業に要する経費とする。

（補助金の額）

第４ 補助金の額は，別紙に定める算定方法により算出した額以内とする。

（交付の申請）

第５ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号によるものとし，

その提出期限は別に定める日とする。

第６ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は，次のとお

りとする。

(1) 事業計画書（標準報酬月額，保険料内訳（設置者負担率），加入者数，加入学校数等）

(2) 収支予算書

(3) 標準報酬月額等に係る明細表

(4) その他知事が必要と認める書類

（交付の条件）

第７ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更をする場合においては，別記様式第２号により知事の承認を受けること。

ただし，軽微な変更にあっては，この限りでない。

(2) 補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，別記様式第３号により知事の承認を受ける

こと。

（実績報告）

第８ 規則第12条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第４号によるものとす

る。

第９ 規則第12条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は，次のと

おりとする。

(1) 事業成績書（標準報酬月額，保険料内訳（設置者負担率），加入者数，加入学校数等）

(2) 収支決算書

(3) 標準報酬月額等に係る明細表

(4) その他知事が必要と認める書類



（補助金の交付方法）

第10 補助金は，規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

（書類の提出部数）

第11 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，次のとおりとする。

(1) 交付申請書 １部

(2) 計画変更承認申請書 １部

(3) 中止（廃止）承認申請書 １部

(4) 実績報告書 １部

附 則

１ この要綱は，平成４年３月２日から施行し，平成３年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助

金にも適用する。

附 則

１ この要綱は，平成１０年３月５日から施行し，平成９年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助

金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は，平成１３年２月２１日から施行し，平成１２年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助

金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は，平成３０年４月１日から施行し，平成３０年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助

金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は，平成３１年４月１日から施行し，平成３１年度予算に係る補助金に適用する。

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した場合に，当該補助

金にも適用するものとする。



別 紙

補 助 金 の 額 の 算 定 方 法

知事所轄私立学校等及び日本私立学校振興・共済事業団に係る分

本県内の加入者の当該年度の標準報酬月額の総額に１０００分の８を乗じた額

ただし，標準報酬月額は，日本私立学校振興・共済事業団法（平成９年法律第４８号）等の定めると

ころにより算出された額とする。



様式第１号

年度日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業補助金交付申請書

第 号

年 月 日

宮城県知事 殿

法人所在地

法 人 名

代 表 者 名 印

年度において年金等給付事業を下記により実施したいので，補助金等交付規則第３条の規定に

より，日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業補助金 金 円を交付される

よう関係書類を添えて申請します。

記

１ 補助事業の目的及び内容

２ 補助金額の算出の基礎

○ 添付書類

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 標準報酬月額等に係る明細表

〔担当者名 〕



様式第２号

年度日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業計画変更承認申請書

第 号

年 月 日

宮城県知事 殿

法人所在地

法 人 名

代 表 者 名 印

年 月 日付け宮城県（ ）指令第 号で日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事

業補助金の交付の決定の通知のあった年金等給付事業について，事業の内容を下記のとおり変更したい

ので承認されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 変更の理由

２ 変更の内容

○ 添付書類

補助金交付申請書に添付した書類のうち，内容が変更となる場合，当該書類について変更部分を明

示して提出すること。

〔担当者名 〕



様式第３号

年度日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業中止（廃止）承認申請書

第 号

年 月 日

宮城県知事 殿

法人所在地

法 人 名

代 表 者 名 印

年 月 日付け宮城県（ ）指令第 号で日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事

業補助金の交付の決定の通知のあった年金等給付事業について，下記のとおり事業を中止（廃止）した

いので承認されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 中止（廃止）の理由

２ 中止の期間

〔担当者名 〕



様式第４号

年度日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事業実績報告書

第 号

年 月 日

宮城県知事 殿

法人所在地

法 人 名

代 表 者 名 印

年 月 日付け宮城県（ ）指令第 号で日本私立学校振興・共済事業団年金等給付事

業補助金の交付の決定の通知のあった年金等給付事業について，下記のとおり実施したので，補助金等

交付規則第１２条の規定により，関係書類を添えて報告します。

記

１ 補助事業の目的及び内容

２ 補助金額の算出の基礎

○ 添付書類

(1) 事業成績書

(2) 収支決算書

(3) 標準報酬月額等に係る明細表

〔担当者名 〕


